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TOKYO PRO Market への上場目的の開示に関するお知らせ 
 

 

当社は、東京証券取引所より要請されている TOKYO PRO Market への上場の目的並びに上場

目的の実現に向けた追加情報をお知らせいたします。 

 

記 

 

１．上場の目的 

当社は、社会的信用力および知名度の向上、ならびに優秀な人材の確保を主な目的に、

2021年７月に TOKYO PRO Market へ上場いたしました。今後は、上場企業としての効果を最

大限に生かし、社会課題の解決と事業の持続的成長を両立することで企業規模・業績のさ

らなる拡大を図り、一般市場へのステップアップを目指してまいります。 

 

２．追加的な情報開示 

（１）中期経営計画に基づく成長目標・成長戦略 

当社は、「理想以上の暮らしを舞台に、人々の素敵なドラマをつくる」という企業理

念のもと、高い成長力を牽引する「リゾート＆アセット事業」、社会課題を解決する

「ソーシャルインフラ事業」、そして安定的な収益基盤となる「ライフクリエイト事業」

の 3 事業を展開しております。独自のデータ基盤（集客・施工管理システムや AI による

ビッグデータ解析等）を活用した高い生産性と品質を競争力の源泉とし、「成長性・社

会性・安定性」を兼ね備えたバランス型の事業ポートフォリオを確立しております。 

 

各事業の成長戦略は以下の通りです。 

 

①リゾート＆アセット事業 

インバウンド需要と地価上昇が期待されるエリア（沖縄・福岡・熊本など）をターゲ

ットに、データドリブンなリゾート開発を推進します。AI を活用した立地選定や価格設

計シミュレーションを行い、用地の仕入れから企画・建築、さらには販売、その後の運

営管理までをワンストップで手掛けるビジネスモデルを展開します。単なる建築に留ま

らず、投資家と宿泊者を繋ぐプラットフォーム（Resort Tech）として、投資家に「体験

価値＋高い資産価値」を提供し、当社の成長ドライバーとして拡大を目指します。 



②ソーシャルインフラ事業 

拡大する福祉施設需要を背景に、投資家資本と福祉事業者を結びつけるマッチングプ

ラットフォームを展開します。人口動態データや地域ニーズを解析した最適立地での施

設開発（障がい者施設等）を行うにあたり、当社が施設の企画・設計・建築を担うこと

で、社会的課題の解決と安定的な収益化を両立する新たな事業基盤を構築します。将来

的には高齢者施設や保育施設への領域拡大も見据えております。 

 

③ライフクリエイト事業 

当社の基盤事業である戸建住宅の分譲・建築領域において、主力である「注文住宅」

および近年需要が大きく伸長している「建売住宅」の 2 つの領域を中核として展開して

おります。注文住宅においては、高い顧客満足度を背景に、業界平均を大きく上回る紹

介契約率（50%超）を誇る強固な顧客ネットワークを確立しており、広告費に依存しない

持続性の高い事業モデルを実現しています。これらに加え、IoT 住宅の導入や多角的な

商品ラインナップの展開、さらには顧客満足度を起点とした他事業へのクロスセル（相

互顧客送客）を両領域において推進することで、グループ全事業を支える安定的かつ強

固な収益基盤として機能させます。 

 

（２）一般市場への上場目標時期および上場準備スケジュール 

当社は、2028 年 10 月期（第 21 期）を最終年度とする中期経営計画を推進しており、売

上・利益ともに年々増加する成長曲線を描いております。 

具体的な上場予定市場、およびその上場時期につきましては、今後の業績動向、各証券

取引所による上場審査その他の状況を踏まえ、主幹事証券会社等と慎重に協議のうえ決定

していく方針であります。現時点では、具体的な時期は未定であるものの、当社は一般市

場への上場を最重要の経営課題の一つと位置づけ、中期経営計画の達成に向けた社内体制

の整備、監査体制および内部統制の高度化など、その実現に向けた諸準備を現在鋭意進め

ております。 

 

（３）今後の開示⽅針 

当社は、今後も TOKYO PRO Market 上場の目的の実現状況について定期的に評価を行い、

必要に応じてその進捗状況及び今後の対応⽅針を開示してまいります。 

 

以上 


